
鶴岡市
やさしい日本語（簡易版）

令和７年12月作成ごみの分け方・出し方
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１ごみを出すときのルール（きまり）

プラスチックの容器や包みなど

ペ ッ ト ボ ト ル

も や す ご み

び ん ・ 缶

金 属 ・ そ の 他

蛍 光 管 ・ 乾 電 池 等

古紙類（新聞紙・雑誌・ダンボールなど）

粗 大（家具などの大きい）ご み

市で処理できないごみ

市の公式LINEの使い方

一般廃棄物収集運搬許可業者

（ごみの回収などができる業者）

鶴岡市の環境キャラクター
「みどりちゃん」
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れいわ ねん がつさくせい

こ し るい しんぶんし ざっし



○「ごみ収集カレンダー」（右下の二次元コードで見られます）を見て、決められた曜日に、決められた時

間までに出してください。

○ごみは自分が住んでいる町の決められた場所（ごみステーション）に出してください。

○ごみは種類ごとに分けて、鶴岡市が決めた袋（指定袋）に入れて出してください。

○引っ越しのときなど、たくさんのごみを一度に出してはいけません。

○会社や店のごみをごみステーションに出してはいけません。

○ごみステーションに出せないごみもあります。

※指定袋はごみの種類で色が決まっています。

出すときは、下のルールを守りましょう。

桃

○桃色の指定袋に入れて出してください。

○「容器包装類」は、商品が入っていたものや包んでいたもの（パッケージ）で、中身の商品を

取り出した（使った）後に、いらなくなるものです。右のマークがついています。

○食べ物などが付いていたら取ります。簡単に洗って水分をふり落としてください。

※食べ物などが取れないときは、茶色の指定袋に入れて出してください。

マークがついていても、桃色の指定袋に入れてはいけないものもあります

●プリンなどの
カップ

●トレイ ●お菓子などの袋

●シャンプーや

洗剤のボトル

●ペットボトルなどの
ふた・ラベル

●果物やワインの
ネット

●レジ袋

●薬のシート●発泡スチロールなどの

クッション材

×乾燥剤・保冷剤

※茶色の指定袋に入れます

×医療用の道具

※病院やクリニック、薬局に返してください

※安全なものは茶色の指定袋に入れます

●卵などの
入れ物

×農薬・除草剤・殺虫剤の容器

※茶色の指定袋に入れます

１

指定袋ではなく、

他の箱や他の袋に入れて

出してはいけません

袋の口の長いところは、

必ず結んで出してください

袋を２枚以上たくさん重ねて

出してはいけません

袋を別のひもで結んで

出してはいけません

桃黄緑青の袋の中には、

ごみをそのまま入れてください

ごみを他の袋に入れないでください
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ごみを出すときのルール（きまり）
だ

プラスチックの容器や包みなど（１週間に１回集めます）
ようき つつ しゅうかん かい あつ



黄

○ふたとラベルは取って、黄色の指定袋に入れて出してください。

○中を洗って水分をふり落としてください。中に他のものは入れないでください。

○ マークがあるものだけを入れます。マークがないものは入れないでください。

○茶色の指定袋に入れて出してください。

茶
●食べ物のごみ
水分をしぼってください

●紙くず
（ティッシュペーパーなど）

●落ち葉・草

乾かしてください

●貝がら

●木でできたごみ ●ゴムでできたごみ
ホースは１ｍより短く切ってください

●プラスチックでできたごみ
CD、タッパー、洗面器、歯ブラシなど

※入れものや包みは、桃色の指定袋に

入れてください

●服 ●鞄 ●靴 ●財布・ケース

中身は出してください

●食用油

油を凝固剤で

かためて出して

ください

●マッチ・花火 ●乾燥剤・

保冷剤

●紙おむつ・ペットの砂 ●マスク・検査キット

汚れを取って、ビニール袋

に入れて出してください

ビニール袋に入れて

出してください

茶色の指定袋に入れないで出せるもの

●木材・板・ほうき

●庭の木を切ったものや花束

長さと太さが決まっています
＊長さ…60㎝まで
＊太さ…10㎝まで

＊束ねたときの太さ…30㎝まで

●ござ・すだれ・風呂マット

長さと太さが決まっています
＊長さ…90㎝まで

＊丸めたときの太さ…10㎝まで
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よご と

ペットボトル（１週間に１回集めます）
と きいろ していぶくろ い だ

しゅうかん かい あつ

もやすごみ（１週間に２回集めます）



緑

びん・缶（２週間に１回集めます）
○緑色の指定袋に入れて出してください。

○中を洗って水分をふり落としてください。中に他のものは入れないでください。

○金属のふたは青色の指定袋で、プラスチックのふたは桃色の指定袋で出してください。

●飲み物のびん ●調味料のびん ●化粧品のびん●食べ物のびん

●飲み物の缶 ●食べ物の缶

割れていても緑色の指定袋で捨てられます

汚れが取れないときは

青色の指定袋に

入れます

マークの
缶を入れます

×マークがない缶 ×スプレー缶

※青色の指定袋

に入れます

※蛍光管・乾電池等のごみの

ときに出します

青

金属・その他（２週間に１回集めます）
○青色の指定袋に入れて出してください。

●金属のごみ ●金属がついたごみ

※服・鞄・靴は

茶色の指定袋に入れます

● マークの缶

※ マークの缶は

緑色の指定袋に入れます

●ガラスのごみ ●陶器のごみ

(茶碗、お皿など）

●白熱電球・

LED電球

●電気で動くもの

●中の電池類が取り出せるもの

※コードは１mより短く切ります

※電池類は取って、蛍光管・乾電池等の

ごみのときに出します

○1本ずつひもで縛ってください。

○袋に入れなくてもいいです。

ナイフや割れたガラスの捨て方

○危なくないように、紙で包んでください。

○中に何を入れたか、袋に書いてください。

○袋は青色の指定袋を使ってください。
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蛍光管・乾電池等（１か月に１回集めます）
○下の種類ごとに分けて、下のように出してください。

●蛍光管

買ったときのケース（入れ物）に入れてください

ケースがないとき、壊れているときは紙（新聞紙

など）で包んでください

●電池類（※１）・中の電池類が取り出せないもの、取り出すのが

難しいもの（３０cmより小さいもの）（※２）
※１

・電池を全部使ってから出してください。

・電池やバッテリーにセロハンテープなどを貼って電気を

通さないようにして、 な袋に入れて出してください。

・中から水のようなものが出ていたり、膨らんでいたりす

るときは、火が出るかもしれないので危ないです。

捨てるときは市役所環境政策課に聞いてください

●スプレー缶・カセット式ガスボンベ

中のものを全部使ってから、 な袋に入

れてください

●ライター

○下の絵のように、同じ種類のものをまとめてください（※１）。捨てる方法は３つあります。

・住んでいる地域で時々「資源回収」があります。そのときに出してください。

・鶴岡市ごみ焼却施設「つるおかエコファイア」（※2）に持っていってください。

・お金を払えば、一般廃棄物収集運搬許可業者（７ページを見てください）にお願いできます。

○ガムテープなどのテープは使わないでください。紙以外のもの(付録やテープなど)は取り除い

てください。

※2 鶴岡市ごみ焼却施設「つるおかエコファイア」について

●場 所 ： 鶴岡市宝田三丁目１３番６号

●受 付 日 : ①平日の月曜日から金曜日

②一部祝日など（市ホームページにあります）

③第２土曜日

●受付時間 : 上の①② 午前８時30分から11時50分、午後1時から5時

上の③ 午前8時30分から11時50分

●処理料金 : 無料（もやすごみ、布団のときは、10キログラムごとに120円）

●そ の 他 ： 古紙類の他、もやすごみ、布団を持っていくこともできます。

自分でごみを持っていき、車からごみを下ろしてください。

●新聞紙

紙のひもなどで縛ってください

●雑誌

書籍、漫画、週刊誌、

教科書、カタログなど

●ダンボール

切った面が波のようになっているもの

紙のひもなどで縛ってください

●飲み物のパック

洗って、開いて、

乾かしてください

●雑がみ（包み紙、紙の箱など）

紙袋に入れてそのまま出せます

右の二次元コードを見てください

つるおかエコファイア

古紙類（新聞紙・雑誌・ダンボールなど）
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※２

電池を全部使ってから、 な袋に入れて出してください

※電池類を取り出せるものは取って、決められた日に出します

・電 池 類 →蛍光管・乾電池等

・電池を出した後の製品→金属・その他

※３０cmより大きいもの→粗大ごみ
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○下に書いてあるごみは、絶対にごみステーションに出してはいけません。作業員（仕事をする人）が

けがをしたり、機械が壊れたりするかもしれません。

○「つるおかエコファイア」、「くるりん館」へ持っていくこともできません。

●体に悪いものが入っているもの・危険なもの

・農薬・薬品 ・車などのバッテリー ・LPガスボンベ ・火薬 ・廃油

・塗料 ・医療廃棄物（注射器など、ウイルスが感染したり、けがをするかもしれないもの）

・フロン類が使われている製品 など

そのものを「売る・集める・直す」店や、一般廃棄物収集運搬許可業者にお願いしてください。

●人がけがをしたり、機械が壊れたりするかもしれないもの

・大きな枝や木(太さ10cm、長さ60cmより大きいもの） ・FRP製品 ・金属でできたホース

・ばねが入っている製品（マットレスなど） ・ボウリングの玉

・茶色の指定袋に入らないマイクロビーズクッション ・ピアノ ・大型金庫・耐火金庫

・農機具 ・焼却炉 など

そのものを「売る・集める・直す」店や、一般廃棄物収集運搬許可業者にお願いしてください。

○長い期間使えるもので、ごみの指定袋に入らない大きさのもの（下の絵のようなもの）を

「粗大ごみ」といいます。

○粗大ごみは、ごみステーションに出してはいけません。捨てる方法は２つあります。

・鶴岡市リサイクルプラザ「くるりん館」（※）に持っていってください。

・お金を払えば、一般廃棄物収集運搬許可業者（７ページを見てください）にお願いできます。

○家を壊したときなどに出るごみ(ドアなど)は、産業廃棄物です。「くるりん館」に持っていけません。

※鶴岡市リサイクルプラザ「くるりん館」について

●場 所 ： 鶴岡市水沢字水京68番地1

●受 付 日 : 平日の月曜日から金曜日（土日祝日を除く）

●受付時間 : 午前9時から11時50分、午後1時から4時30分

●処理料金 : 何のごみかで料金が違います。右の二次元コードを見てください。

（もやすごみ以外のごみのとき、10キログラムごとに120円かかります）

●そ の 他 ： 粗大ごみの他、もやすごみ以外のごみも持っていくことができます。

自分でごみを持っていき、車からごみを下ろしてください。

くるりん館

市で処理できないごみ
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●建物（家など）を壊したときに出たごみ

・コンクリートブロック・煉瓦・壁・トイレ・風呂など

「一般廃棄物収集運搬許可業者」にお願いしてください。

●自然のもの

・自然の石・砂・土など

自分の家の庭などに戻してください。

●消火器

①特定窓口（右の二次元コードを見てください）にお願いする。

・リサイクルシール代（特定窓口で買えます）と消火器を運ぶ料金がかかります。

②指定引取場所（右の二次元コードを見てください）に持っていく。

・リサイクルシール代が必要です。持っていく前に、受け取ってもらえるか

どうかを確認してください。

③ゆうパックで送る。

・ゆうパック専用コールセンター（０１２０-８２２-３０６）へ申し込んでください。

●パソコンのブラウン管モニター

買った店などに処理をお願いするか、一般社団法人パソコン３R

推進協会（０３-５２８２-７６８５）に連絡して、詳しく聞いてください。

※液晶モニターは、ごみ焼却施設へ持っていけば無料で捨てることができます。

（パソコンとセットのときだけ。）

●家電リサイクル法にあてはまるもの

・エアコン ・冷蔵庫・冷凍庫 ・洗濯機・衣類乾燥機

・テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ・有機EL）

①買った店や、これから買おうとしている店にお願いする。

・リサイクル料金と運ぶ料金をその店に払ってください。

②自分で指定引取場所に持っていく

・指定引取場所・・・東北三八五流通㈱酒田引越センター

（酒田市広栄町一丁目２-１、0234-31-3851）

・製品のメーカー、サイズをメモして、郵便局で家電リサイクル券を買ってください。

・テレビは画面サイズ（インチ）、 冷蔵庫・冷凍庫は内容積（リットル）もメモしてください。

・家電リサイクル券と捨てる家電製品を指定引取場所に持っていってください。

③一般廃棄物収集運搬許可業者の「家電取扱業者」にお願いする。

・リサイクル料金と運ぶ料金を許可業者に払ってください。

※許可がない不用品回収業者にはお願いしないでください。

６

いっぱんはいきぶつしゅうしゅううんぱんきょかぎょうしゃ

いし すな つち

じぶん にわ もど

しょうかき

とくていまどぐち みぎ に じ げん み

だい か しょうかき はこ りょうきん

ひつよう まえ う と

ねが

たてもの いえ こわ で

かくにん

おく

せんよう もう こ

みせ しょり

かん

すいしんきょうかい

えきしょう しょうきゃくしせつ むりょう す

かん ゆうき

じぶん

はら

とうほくみやごりゅうつうかぶしきがいしゃ さかた ひっこし

さか た し こうえいちょう いっちょうめ

せいひん ゆうびんきょく けん

かでんとりあつかいぎょうしゃ

ふようひんかいしゅうぎょうしゃ

れんが かべ ふ ろ

くわ き

しぜん

し て い ひ き と り ば し ょ

いっぱんしゃだんほうじん

かでん ほう

れいぞうこ れいとうこ せんたくき い るい かん そう き

がめん ないようせき

も



業者名 所在地
電話番号
（0235-）

粗大
ごみ

家電 業者名 所在地
電話番号
（0235-）

粗大
ごみ

家電

㈲朝日環境衛生 越中山
53-2811 ● ㈱庄交コーポレー

ション 日和田町
25-1380 ● ●

ウィズ環境㈱ 西目 35-3569 ● ● 庄内環境整備㈱ 茅原町 22-0496 ●

㈲大滝商店 白山 22-1889 ● ● 東北イートップ㈱ 藤浪四丁目 64-5785 ● ●

㈲大渕商店 安丹 24-0555 ● ● ㈲ハイロード 羽黒町赤川 62-4747 ●

㈱環境管理
センター 宝田三丁目

25-0801 ● ●
㈱エコー 酒田市

0234-
35-1707

●

㈱ 管 理 シ ス テ ム
（アール・イー・シー）

たらのき代 57-3225 ● ●
㈱エルデック 酒田市

0234-
34-3355

● ●

㈱今野運輸 酒田市

0234-
31-3488

●

【連絡先】鶴岡市市民部環境政策課

〒997-0011 鶴岡市宝田三丁目１３‐６

TEL ：22-2848 FAX ：22-2879

Mail：kankyo@city.tsuruoka.yamagata.jp ごみの分け方・出し方ガイドブック

●自動車・自動車部品

自動車や自動車部品を売っている店、車を解体する会社などにお願い

してください。

●バイク

公益財団法人自動車リサイクル促進センター（０５０-３０００-０７２７）に

連絡して、 詳しく聞いてください。

●事業活動（会社やいろいろな仕事）で出たごみなど

産業廃棄物処理業許可業者に処理をお願いしてください。

連絡先 : 山形県庄内総合支庁環境課（０２３５-６６-２１１１）

※個人の小さい店や会社、農業、漁業も「事業活動」です。

１．市公式LINEを開く ２．「くらしの情報」を選ぶ ３．「ごみ」を選ぶ

４．「ごみ分別検索チャットボット」を選ぶ ５．調べたいごみの名前を入力し、送信ボタンを押す

７

しょうこう

じどうしゃ ぶひん

う みせ くるま かいたい かいしゃ ねが

こう えき ざい だん ほう じん そくしん

れんらく くわ き

じぎょうかつどう しごと で

さ ん ぎ ょ う は い き ぶ つ し ょ り き ょ か ぎ ょ う し ゃ

さき やまがたけんしょうないそうごうしちょうかんきょうか

こじん ちい のうぎょう ぎょぎょう

ひら じょうほう えら

ぶんべつけんさく しら なまえ にゅうりょく そうしん お

ぎょうしゃめい しょざいち でんわばんごう そだい かでん

あさひかんきょうえいせい えっちゅうやま ひよりだまち

かんきょう にしめ しょうないかんきょうせいび ちわらまち

おおたきしょうてん しらやま とうほく ふじなみよんちょうめ

おおぶちしょうてん あんたん はぐろまちあかがわ

かんきょうかんり

たからださんちょうめ さかたし

かんり

こんのうんゆ

わ かた だ

つる おか し たから だ さん ちょう め

れん らく さき つる おか し し みん ぶ かん きょう せい さく か

だい

分別に困ったときは、市公式LINEを使ってください
ぶんべつ こま しこうしき つか

一般廃棄物収集運搬許可業者
い っ ぱ ん は い き ぶ つ し ゅ う し ゅ う う ん ぱ ん き ょ か ぎ ょ う し ゃ


